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附

則

こ
の
省
令
は
、
農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の

改
善
の
た
め
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

〇
宮
内
庁
告
示
第
三
号

天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
神
奈
川
県
に
お
い
て
開
催
さ
れ

る
第
六
十
一
回
全
国
植
樹
祭
に
御
臨
場
、
併
せ
て
地
方
事

情
を
御
視
察
の
た
め
、
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
四

日
ま
で
神
奈
川
県
及
び
静
岡
県
へ
行
幸
啓
に
な
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日

宮
内
庁
長
官

羽
毛
田
信
吾

（
き
）

キ
ロ
サ
イ
ド
Ｎ
注
１
O

１
O
１
瓶

1
3¶
4
1
8

（
の
）

ノ
ボ
セ
ブ
ン
Ｈ
Ｉ
静
注
用
１
m
g

１
m
g１

m
L１
瓶
（
溶
解
液
付
）

9
8¶
0
2
4

ノ
ボ
セ
ブ
ン
Ｈ
Ｉ
静
注
用
２
m
g

２
m
g２

m
L１
瓶
（
溶
解
液
付
）

1
8
9¶
0
0
0

ノ
ボ
セ
ブ
ン
Ｈ
Ｉ
静
注
用
５
m
g

５
m
g５

m
L１
瓶
（
溶
解
液
付
）

4
5
0¶
1
7
7

ノ
ボ
ラ
ピ
ッ
ド
5
0ミ
ッ
ク
ス
注
フ
レ
ッ
ク
ス
ペ
ン

3
0
0単
位
１
キ
ッ
ト

2¶
2
8
7

ノ
ボ
ラ
ピ
ッ
ド
7
0ミ
ッ
ク
ス
注
フ
レ
ッ
ク
ス
ペ
ン

3
0
0単
位
１
キ
ッ
ト

2¶
2
8
6

（
ら
）

ラ
ジ
カ
ッ
ト
点
滴
静
注
バ
ッ
グ
3
0
m
g

3
0
m
g
1
0
0
m
L１
キ
ッ
ト

8¶
2
2
8

外
用

薬
品

名
規

格
単

位
薬

価
円

（
あ
）

ア
ド
エ
ア
1
2
5エ
ア
ゾ
ー
ル
1
2
0吸
入
用

1
2•
0O
１
瓶

7¶
6
3
9•
5
0

ア
ド
エ
ア
2
5
0エ
ア
ゾ
ー
ル
1
2
0吸
入
用

1
2•
0O
１
瓶

8¶
7
7
4•
2
0

（
す
）

ス
ピ
リ
ー
バ
2•
5
c
gレ
ス
ピ
マ
ッ
ト
6
0吸
入

1
5
0
c
g１
キ
ッ
ト

6¶
7
6
7•
7
0

（
て
）

デ
ィ
ス
コ
ビ
ス
ク
1•
0眼
粘
弾
剤

１
m
L１
筒

1
0¶
9
3
2•
3
0

〇
総
務
省
告
示
第
百
六
十
八
号

無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会

規
則
第
十
七
号
）
第
百
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

二
十
年
総
務
省
告
示
第
八
号
（
本
邦
外
に
在
住
す
る
日
本

人
向
け
の
広
報
を
送
信
す
る
無
線
局
の
運
用
に
関
す
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

第
一
号
の
表
中
「
Ａ
三
Ｅ

五
、
九
八
五
」
を
「
Ａ
三

Ｅ

六
、
一
三
五
」
に
改
め
る
。

〇
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条

の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
央
選
挙
管
理
会
委

員
長
に
平
成
二
十
二
年
四
月
七
日
次
の
者
が
互
選
さ
れ
た

の
で
、
中
央
選
挙
管
理
会
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
中
央
選

挙
管
理
会
告
示
第
二
号
）
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

伊
藤

忠
治

住

所

氏

名

三
重
県
津
市
北
丸
之
内
一
四
三
e

二

伊
藤

忠
治

〇
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
四
号

中
央
選
挙
管
理
会
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
中
央
選
挙
管

理
会
告
示
第
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
委
員
長
に
事

故
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
委
員
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き

者
を
、
平
成
二
十
二
年
四
月
七
日
次
の
よ
う
に
定
め
た
の

で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

伊
藤

忠
治

住

所

氏

名

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
日
吉
二
e

二

二
e

一
一

鈴
木

恒
夫

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
号

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、使
用
薬
剤
の
薬
価（
薬

価
基
準
）（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

別
表
に
第
６
部
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
６
部

追
補

]

内
用

薬
品

名
規

格
単

位
薬

価
円

（
お
）

オ
ル
メ
テ
ッ
ク
錠
4
0
m
g

4
0
m
g１
錠

2
1
3•
0
0

（
さ
）

サ
レ
ド
カ
プ
セ
ル
5
0

5
0
m
g１
カ
プ
セ
ル

5¶
5
1
2•
8
0

（
ふ
）

プ
レ
タ
ー
ル
Ｏ
Ｄ
錠
5
0
m
g

5
0
m
g１
錠

1
0
5•
5
0

プ
レ
タ
ー
ル
Ｏ
Ｄ
錠
1
0
0
m
g

1
0
0
m
g１
錠

1
8
9•
5
0

（
ろ
）

ロ
ナ
セ
ン
錠
８
m
g

８
m
g１
錠

2
6
9•
6
0

注
射

薬
品

名
規

格
単

位
薬

価円
（
あ
）

ア
ド
ベ
イ
ト
注
射
用
2
0
0
0

2¶
0
0
0単
位
１
瓶
（
溶
解
液

付
）

1
3
6¶
9
8
3

（
え
）

エ
ポ
エ
チ
ン
ア
ル
フ
ァ
Ｂ
Ｓ
注
7
5
0「
Ｊ
Ｃ
Ｒ
」

7
5
0国
際
単
位
0•
5
m
L１
瓶

1¶
1
1
3

エ
ポ
エ
チ
ン
ア
ル
フ
ァ
Ｂ
Ｓ
注
1
5
0
0「
Ｊ
Ｃ
Ｒ
」

1¶
5
0
0国
際
単
位
１
m
L１
瓶

1¶
9
3
8

エ
ポ
エ
チ
ン
ア
ル
フ
ァ
Ｂ
Ｓ
注
3
0
0
0「
Ｊ
Ｃ
Ｒ
」

3¶
0
0
0国
際
単
位
２
m
L１
瓶

3¶
3
7
7

エ
ポ
エ
チ
ン
ア
ル
フ
ァ
Ｂ
Ｓ
注

7
5
0シ
リ
ン
ジ
「
Ｊ
Ｃ

Ｒ
」

7
5
0国
際
単
位
0•
5
m
L１
筒

8
4
8

エ
ポ
エ
チ
ン
ア
ル
フ
ァ
Ｂ
Ｓ
注
1
5
0
0シ
リ
ン
ジ
「
Ｊ
Ｃ

Ｒ
」

1¶
5
0
0国
際
単
位
１
m
L１
筒

1¶
4
9
1

エ
ポ
エ
チ
ン
ア
ル
フ
ァ
Ｂ
Ｓ
注
3
0
0
0シ
リ
ン
ジ
「
Ｊ
Ｃ

Ｒ
」

3¶
0
0
0国
際
単
位
２
m
L１
筒

2¶
6
2
2

エ
ル
プ
ラ
ッ
ト
点
滴
静
注
液
5
0
m
g

5
0
m
g
1
0
m
L１
瓶

3
8¶
1
4
2

エ
ル
プ
ラ
ッ
ト
点
滴
静
注
液
1
0
0
m
g

1
0
0
m
g
2
0
m
L１
瓶

7
0¶
2
8
4

〇
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
一
号

農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の

農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と

し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

経
済
産
業
大
臣

Æ
嶋

正
行

環
境
大
臣

小
沢

鋭
仁

農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料

と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し

て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十

年
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
七
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」

に
、「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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